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令和５年高取町議会第２回定例会提案理由説明 

 

 

 本定例会に上程いたします議案は、報告案件６件、議決案件３件、合計９件です。 

 なお、各議案につきましては、後日各委員会で関係課長から詳細を説明いたします。 

 

日程４ 「報第１号 専決処分の報告について（令和５年３月３１日専決）（令

和４年度高取町一般会計補正予算（第８号））」 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定による専決処分について、同条第３項の規定によ 

り、議会に報告するとともに、その承認を求めるものです。 

 

     歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                       ２３０，０００千円 

   （財源内訳）   

地方交付税／地方交付税          ２３０，０００千円 

 

   補正後予算総額                  ４，３５０，８４５千円 

 

 《予算委員会》 

 

・基金費において、減債基金積立金など各基金に積み立てを行うため、諸支出金２３０，０ 

００千円を増額補正するものです。                  ＜総務課＞ 

 

日程５ 「報第２号 専決処分の報告について（令和５年５月１日専決）（令和

５年度高取町一般会計補正予算（第１号））」 

 

     歳入歳出予算の補正 

 

   補正予算額                        １０，６４０千円 

   （財源内訳）   

国庫支出金／国庫負担金            ３，６４１千円 

国庫支出金／国庫補助金            ６，９９９千円 
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   補正後予算総額                  ３，８６８，６４０千円 

 

 《予算委員会》 

 

・低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費において、食費等

の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、児童一人につき５万円

を給付するため、各費目合計で４，２０３千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

 

・新型コロナワクチン接種対策事業費において、令和５年春開始の新型コロナワクチン接種の

実施に伴い、各費目合計で６，４３７千円を増額補正するものです。 

＜新型コロナワクチン接種対策推進室＞ 

 

日程６ 「報第３号 専決処分の報告について（令和５年３月３１日専決）（高

取町税条例の一部改正について）」 

 

 《総務経済建設委員会》 

 

・令和５年度税制改正に伴う地方税法の一部改正及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する

法律が令和５年４月１日に施行され、森林環境税の賦課徴収の方法等森林環境税導入に伴う

改正等を行うため、高取町税条例の一部を改正したものです。        ＜税務課＞ 

 

日程７ 「報第４号 専決処分の報告について（令和５年３月３１日専決）（高

取町国民健康保険税条例の一部改正について）」 

 

 《総務経済建設委員会》 

 

・令和５年度税制改正に伴う地方税法の一部改正が令和５年４月１日に施行され、一部課税限

度額の引き上げと軽減判定所得の基準額の見直し等を行うため、高取町国民健康保険税条例

の一部を改正したものです。                       ＜税務課＞ 

 

日程８ 「報第５号 繰越明許費繰越計算書の報告について」 

 

 繰越明許費に係る繰越計算書について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に基



- 3 -

づき、議会に報告するものです。                    ＜総務課＞ 

 

  １．令和４年度高取町一般会計繰越明許費繰越計算書 

 

 《予算委員会》 

 

繰越明許費               ６４，０９０，０００円 

繰 越 額               ６４，０９０，０００円 

 

（繰越額内訳） 

総務費／総務管理費／基幹系システム機器設定等構築事業 

  ９，１５２，０００円 

総務費／戸籍住民基本台帳費／ 

社会保障・税番号システムの戸籍事務内連携に係るシステム改修事業 

  ６，４８６，０００円 

総務費／統計調査費／町道未登記処理事業 

  ３，７００，０００円 

衛生費／清掃費／塵芥処理車購入事業 

  ６，７７２，０００円 

農林商工費／農業費／ため池劣化状況調査業務委託事業 

５，２５０，０００円 

土木費／道路橋梁費／社会資本整備総合交付金事業（清水谷１号線道路改良） 

２３，０００，０００円 

土木費／都市計画費／ 

都市計画法第３４条１１号に係る都市計画協議図書作成及び調査業務委託事業 

４，７３０，０００円 

教育費／教育総務費／旧町立幼稚園敷地境界確定・登記等委託事業 

５，０００，０００円 

 

  ２．令和４年度高取町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

 

 《予算委員会》 

 

繰越明許費                 ７０，０００，０００円 

繰 越 額                                 ７０，０００，０００円 
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（繰越額内訳） 

下水道事業費／社会資本総合整備事業 

                                      ７０，０００，０００円 

 

日程９ 「報第６号 高取町土地開発公社の経営状況について」 

 

 

 《総務経済建設委員会》 

 

・高取町土地開発公社の経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、 

令和４年度決算及び令和５年度予算に関する報告を行うものです。     ＜総務課＞ 

 

日程１０ 「議第１号 令和５年度高取町一般会計補正予算（第２号）」 

 

   歳入歳出予算の補正                                                   

 

   補正予算額                      ７９，２２５千円 

（財源内訳）   

国庫支出金／国庫補助金           ５８，７３４千円 

諸収入／雑 入                ４，０００千円 

繰越金／繰越金               １６，４９１千円 

 

補正後予算総額                 ３，９４７，８６５千円 

 

 《予算委員会》 

 

・一般管理費において、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業 

において、森大字が公民館備品の整備で行うために申請した一般コミュニティ助成事業 

と、下子島自主防災会が防災倉庫の設置及び災害発生時の防災資機材、備品を整備する 

ために申請した地域防災組織育成助成事業（ア．自主防災組織育成事業）が採択された 

  ことから、負担金、補助及び交付金４，０００千円を増額補正するものです。 

＜総務課＞ 

 

・地方創生推進交付金事業費において、令和５年度地方創生推進交付金の不採択に伴い、 
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事業費を精査し、各費目合計１０，７０２千円を減額補正するものです。 

＜総合政策課＞ 

 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費において、新型コロナの影響 

による物価高騰に対応するため、地域経済の活性化と生活者支援を目的として、住民１ 

人当たり４千円の地域振興券を交付するための経費として、各費目合計で２８，０３７ 

千円を増額補正するものです。                 ＜まちづくり課＞ 

 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費において、新型コロナウイル 

スの感染拡大に伴う物価高騰の影響を受ける子育て世帯の給食費の負担軽減を目的とし 

て、９月から翌年３月までの７ヶ月分の給食費を減免するとともに、給食材料費の高騰

分に充てるため、繰出金１４，７３８千円を増額補正するものです。 

＜教育委員会＞ 

 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費において、住民税非課税世帯

等に対し、物価高騰による負担を軽減するため、一世帯当たり３万円を給付するため、

各費目合計３２，１５０千円を増額補正するものです。         ＜福祉課＞ 

 

・社会福祉総務費において、令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 

補助金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業補助金の精算に伴う返還 

金として、償還金、利子及び割引料１１，００２千円を増額補正するものです。 

＜福祉課＞ 

                             

日程１１ 「議第２号 令和５年度高取町学校給食特別会計補正予算（第１号）」 

 

  補正予算額                       ２，３１８千円 

   （財源内訳）   

        分担金及び負担金／負担金        △１２，４２０千円 

                繰入金／繰入金                        １４，７３８千円 

 

    補正後予算総額                   ２６，０８８千円 

 

《予算委員会》  
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・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う物価高騰の影響を受ける子育て世帯の給食費の負担軽

減を目的として、９月から翌年３月までの７ヶ月分の給食費を減免するため、学校給食負担

金を減額し、給食材料費の高騰分に充てるため、一般会計繰入金を財源補てんとして組替補

正するとともに、原材料費２，３１８千円を増額補正するものです。 

＜教育委員会＞ 

 

日程１２ 「議第３号 町道路線の廃止について」 

 

  《総務経済建設委員会》  

 

・町道路線の廃止について、道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第２項の規定に 

より、議会の議決を求めるものです。                     ＜事業課＞ 


